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HAPPY
BIRTHDAY

7月生まれ

氷上で元気いっぱい滑った「スケート教室」木戸勝正さんの畑で今春は「珍大根」収穫
　飯塚アイスパ
レスで 4月25日
にひらばる幼稚園
の年長組15人が
スケート教室に参
加しました。初め
ての体験に最初

は不安だった子どもたちもあっという間に上達し、最後は
楽しそうにスケートリンクの上を元気に滑っていました。

　木戸勝正さん
（金田）が育てて
いる畑で 4 月 2
日に珍しい形をし
た大根を収穫しま
した。まるで人間
のような形をした

珍大根を発見した木戸さんは「人のような大根が二つも
出てきて、びっくりしたばい」と笑顔で、喜びを語りました。

↑
先
生
た
ち
も
一
緒
に
ス
ケ
ー
ト
を
体
験
。

↑
ユ
ニ
ー
ク
な
ポ
ー
ズ
を
し
た
珍
大
根
。

町公式LINE（↓下の
二次元コード）でも手
続きができます。ぜ
ひ、お申込みください。

　@fukuchitown

笑顔募集中！

1歳から3歳の笑顔募集中！
今月は8月に誕生日を迎える１歳から3歳までの

お子さんの写真を募集します。7月10日木
までにお申し込みください。※期限厳守

▶ 役場２階　企画振興課 政策推進係

☎ 22-7766

時
とき

藤
とう

 咲
さ

楽
ら

ちゃん❶
R６.7. 8 生（赤池）

山
やま

口
ぐち

 紫
し

煌
き

くん❷
R5.7. 9 生（伊方）

春
はる

永
なが

 奏
かな

翔
と

くん❶
R6.7.19 生（金田）

仲
なか

島
しま

 つなでちゃん❶
R6.7.16生（上野）

高
たか

橋
はし

 楽
ら く

くん❸
R4.7.11生（金田）

船
ふな

川
かわ

 怜
れ

臣
お

くん❸
R4.7.18 生（赤池）

笠
かさ

井
い

 緋
ひ な

七
た

ちゃん❷
R5.7.22生（神崎）

高
たか

倉
くら

 風
ふ う

仁
と

くん❶
R6.7.14生（金田）

安
やす

武
たけ

 綺
き

依
い

ちゃん❷
R5.7.6 生（市場）※ 資格確認書に限度額の適用区分の併記を希望される場合は市区町村の窓口への申請が必要です。

※ 住民税課税所得が145万円以上であっても、前年の12月31日現在において、被保険者が世帯主であり、かつ同じ世帯に合計所得金
額が 38 万円以下である19 歳未満の世帯員がいる場合には、被保険者の住民税課税所得から16歳未満は 1 人当たり33万円、16歳以
上19歳未満は 1 人当たり12万円をそれぞれ控除した後の額で判定します。（この場合は届出不要）住民税課税所得が28万円以上 145
万円未満の 2 割負担のかたにも同様の判定基準が適用されます。
※住民税課税所得が145万円以上であっても、昭和20年 1月2日以降生まれの被保険者と同じ世帯の被保険者全員の旧ただし書所得

（総所得金額等から43万円を控除した額）の合計額で判定します。（届出不要）

後期高齢者医療後期高齢者医療
のお知らせのお知らせ
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資格確認書に限度額の適用区分が併記できます。

資格確認書の自己負担割合をご確認ください。

マイナ保険証をぜひご利用ください。マイナ保険証をぜひご利用ください。

　被保険者証同様、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証についても、新たに発行されなくなり、
資格確認書に限度額の適用区分を併記する仕組みになりました。
　令和 6 年度中に限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証が交付されていたかた、既に限度額
の適用区分が併記された資格確認書をお持ちのかたには限度額の適用区分が併記された資格確認書を交付します。

　医療期間で受診する際の医療費の自己負担割合は、1 割、2 割または 3 割です。
　毎年、前年中の所得をもとに 8 月から翌年 7 月までの 1 年間の自己負担割合の判定を行います。
　同じ世帯の被保険者のいずれかの人の住民税課税所得が145万円以上（※）である場合には、3 割となります。
　ただし、住民税課税所得が145万円以上であっても、次の（1）または（2）に該当する場合は、お住まいの市区町村
窓口に申請することで、自己負担割合が 1 割または 2 割になります。

（1）同じ世帯の被保険者が 2 人以上の場合、同じ世帯の被保険者全員の収入の合計額が520万円未満
（2）同じ世帯の被保険者が本人のみの場合（次の①または②に該当）
　① 本人の収入が383万円未満
　② 本人と同じ世帯の70歳から74 歳までの人の収入の合計額が520万円未満

　マイナ保険証にはさまざまなメリットがあります。ぜひマイナ保険証をご利用ください。
【マイナ保険証のメリット】
● お薬や受診の履歴に基づいた、より良い医療が受けられる ● 手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除
●救急現場で搬送中の適切な応急措置や病院の選定などに活用される
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2
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被
保
険
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な
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イ
ナ
保

険
証
を
基
本
と
す
る
仕
組
み
に
移
行
。
８
月
１
日
か
ら
使

用
で
き
る
資
格
確
認
書（
紫
色
）を
後
期
高
齢
者
医
療
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８
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医
療
機
関
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に
ご
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示
く
だ
さ
い
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31
日
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格
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い
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場
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口
へ
お
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い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
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